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豊橋市就職サイト等活用事業費補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、豊橋市補助金等交付規則（平成７年豊橋市規則第８号。以下「規

則」という。）に定めるもののほか、豊橋市就職サイト等活用事業費補助金（以下

「補助金」という。）の交付について必要な事項を定めるものとする。 

（補助金の目的） 

第２条 この補助金は、市内の中小企業者等が実施する採用広報を支援することに

より、本市における中小企業者等の人材確保及び経営基盤の強化に資することを目的

とする。 

（定義） 

第３条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

(１) 中小企業者等 中小企業基本法（昭和38年法律第154号）第２条第１項に規定

する者又は中小企業団体の組織に関する法律（昭和32年法律第185号）第３条第１

項に規定する団体をいう。 

(２) 正規雇用 次の全てに該当する雇用形態をいう。 

ア 期間の定めのない労働契約を締結している従業員であること。 

イ 派遣労働者として雇用されている者でないこと。 

ウ 補助金の支給を受けようとする中小企業者等（以下、申請者という。）に

雇用される通常の従業員と比べ勤務地又は職務が限定されていないこと。 

エ 所定労働時間が申請者に雇用される通常の従業員の所定労働時間と同じ従

業者であること。 

オ 申請者に雇用される通常の従業員に適用される就業規則等に、長期雇用を前

提として賞与又は退職金制度の実施及び昇給の実施を規定され、当該規則が適

用されている従業員であること。 

(３) 就職サイト 就職情報の提供、企業の人材確保等を目的として開設されたウ

ェブサイトであって、有料で求人情報を掲載するものをいう。 

 (４) 採用ホームページ インターネット上にある情報発信等を行うためのウェブ

サイト（ブログ、ＳＮＳ等を除く。）であって、中小企業者等が求職者に自社の

魅力を伝えるためにインターネット上に公開するホームページのことをいう。 

(５) インターンシップ等 学生等が事業所において業務又は職場環境を体験し、
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理解を深めることを目的として、中小企業者等が実施するインターンシップ及び

オープンカンパニーその他これらに類する取組をいう。 

（補助対象者等） 

第４条 補助金は、予算で定める額の範囲内で交付するものとし、対象となる事業（以

下「補助対象事業」という。）、補助金の対象となる経費（以下「補助対象経費」

という。）、補助金の対象となる者（以下「補助対象者」という。）、要件、申請

期限、補助率、補助限度額及び申請回数は、別表第１に定めるとおりとする。 

２ 補助対象経費には、消費税及び地方消費税の仕入控除税額に相当する額を含まな

いものとする。 

３ 第１項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、補助金の交付の対象としない。 

(１) 本市に納付すべき市税（市民税、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税及び

鉱産税をいう。）を滞納している者 

(２) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）

第２条第１項に規定する風俗営業、同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業及

び同条第13項に規定する接客業務受託営業に該当する事業を営む者 

(３) 統計法（平成19年法律第53号）第２条第９項に規定する統計基準である日本

標準産業分類に規定する、小分類766のバー、キャバレー、ナイトクラブに該当す

る事業を営む者 

(４) 豊橋市暴力団排除条例（平成23 年豊橋市条例第２号）第２条第１号に規定す

る暴力団（以下「暴力団」という。） 

(５)  豊橋市暴力団排除条例第２条第２号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」

という。） 

(６)  暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者（以下「暴力団員等」という。） 

(７) 暴力団、暴力団員又は暴力団員等をその構成員に含む法人その他の団体 

(８) その他市長が適当でないと認めた者 

（交付の申請） 

第５条 規則第４条第１項の規定による補助金の交付の申請は、豊橋市就職サイト等

活用事業費補助金交付申請書（様式第１）に別表第２の事業区分の欄に規定する区

分に応じ、同表の交付申請（添付書類）に掲げる書類を添えて市長に提出しなけれ

ばならない。 

（交付の決定） 
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第６条 規則第５条の規定による補助金の交付決定は、別表第２の事業区分の欄に規

定する区分に応じ、同表の交付決定等の欄に規定する様式により通知するものとす

る。 

（申請の取下げ） 

第７条 別表第２の採用ホームページ改良事業の事業区分に係る規則第７条の規定に

よる補助金の交付の申請の取下げは、補助金の交付決定を受けた日から起算して30

日以内に行うものとする。この場合において、補助金の決定を受けた者（以下「補

助事業者」という。）は、その旨を記載した書面を市長に提出しなければならない。 

（計画変更等の承認） 

第８条 別表第２の採用ホームページ改良事業の事業区分に係る規則第８条第１項の

規定による補助事業の内容変更、中止又は廃止をしようとする場合は、豊橋市就職

サイト等活用事業費補助金計画変更等承認申請書（様式第７）に計画変更等の内容

が確認できる書類を添付して市長に提出し、その承認を受けなければならない。 

２ 市長は、前項に規定する申請についてその内容を審査し適当であると認めたとき

は、豊橋市就職サイト等活用事業費補助金変更等承認通知書（様式第８）により補

助事業者に通知するものとする。 

（実績報告） 

第９条 別表第２の採用ホームページ改良事業の事業区分に係る規則第10条第１項の

規定による補助事業完了の報告は、当該完了の日から起算して30日を経過した日又

は会計年度の末日のいずれか早い期日までに、豊橋市就職サイト等活用事業費補助

金実績報告書（様式第２−２）に別表第２の事業区分の欄に規定する区分に応じ、

同表の実績報告（添付書類）に掲げる書類を添えて行わなければならない。 

（補助金の額の確定） 

第10条 規則第11条の規定による補助金の額の確定は、別表第２の事業区分の欄に規

定する区分に応じ、同表の補助金額の確定の欄に規定する様式により通知するもの

とする。 

（補助金の返還） 

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部若しくは一部

を交付せず、又は交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。 

(１) この要綱に違反したとき。 

(２) 提出書類又は補助金交付の申請に関して、虚偽の記載があったとき。 
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(３) その他市長が適当でないと認めたとき。 

（書類の保存） 

第12条 補助事業者は、補助事業に係る書類を事業実施年度末から５年間保存しなけ

ればならない。 

（市事業への協力） 

第13条 補助対象者は、補助事業に係る事例その他市長が必要と認める事項の公表に

ついて、市に協力するとともに、市が実施する市内の中小企業者等の雇用促進に関

する事業に協力するよう努めるものとする。 

（委任） 

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

附 則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２  豊橋市就職サイト掲載費補助金交付要綱別表第２の申請期限の規定は、令和６

年３月３１日までの申請については、掲載開始から掲載終了後６か月以内と読み替

えて適用する。 

附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和７年８月１日から施行し、副業・兼業マッチングサイト掲載事業

については同日以降に委託契約を行った事業から適用する。 

附 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 



別表第１ 

事業区分 補助対象事業 補助対象経費 補助対象者及び要件 申請期限 
補助率、補助限度額及び

申請回数 

就職サイト掲載事業 

補助対象者が就職サイトに正規雇用

に係る求人情報を掲載する事業であ

って、次に掲げるものとする。 

(１) 新卒者等を対象とする就職サ

イトに求人情報を掲載する事業 

(２) 転職者等を対象とする就職サ

イトに求人情報を掲載する事業 

※求人情報を掲載する期間が１年以

内であること。ただし、（１）につい

てはこの限りでない。 

補助対象事業に係る掲載費 

中小企業者等で、下記の条件を満たす

者 

（１）市内に本店（個人にあっては住

所及び主たる事業所、法人にあっ

ては主たる事業所）を有する者で

あること。 

（２）あいちＵＩＪターン支援センタ

ーウェブサイトに求人を掲載

する者であること。 

 求人情報掲載開

始から掲載終了後

６か月以内かつ事

業実施年度の2月
末日まで（2月末日

が豊橋市の休日を

定める条例（平成3
年3月30日条例第

3号）に規定する市

の休日に当たると

きはその前日ま

で。） 

補助対象経費（国、地方

公共団体その他公共的

団体からの助成をうけ

てないもの。 

補助対象経費から当該

助成措置等として受け

た額を控除した額）の１

／２以内（千円未満の金

額は切り捨てる。）。 

１補助対象者等につき、

各事業１回のみ申請す

ることができ、１年度あ

たり１件限り、20万円を

限度とする。 

採用ホームページ改

良事業 

【通常枠】 

人材確保のために採用ホームページ

を作成または改良する事業（別表第

２のチェックシートの要件を満たす

場合に限る。） 

 

（１）採用ホームページ作成

又は改良に係る外部委託

に要する費用 

（２）採用ホームページ作成

ソフト及びその解説書の

購入費（自社制作の場合

に限る） 

（３）ドメイン取得費 

（４）上記（１）～（３）の

費用に付随する動画・写

真撮影費（５）その他市

長が適当と認める経費 

中小企業者等で、下記の条件を満たす

者 

（１）市内に本店（個人にあっては住

所及び主たる事業所、法人にあっ

ては主たる事業所）を有する者で

あること。 

（２）求職者が求人情報または企業情

報を収集する目的の媒体に採用

ホームページのURLを掲載し、採

用情報を発信する者であること。 

 

 事業着手前かつ

事業実施年度の2
月末日まで（2月末

日が豊橋市の休日

を定める条例（平

成3年3月30日条

例第3号）に規定す

る市の休日に当た

るときはその前日

まで。） 

補助対象経費（国、地方

公共団体その他公共的

団体からの助成をうけ

てないもの。 

補助対象経費から当該

助成措置等として受け

た額を控除した額）の１

／２以内（千円未満の金

額は切り捨てる。）。 

１補助対象者等につき、

１回のみ申請すること

ができ、１年度あたり20

万円を限度とする。 

 



【インターンシップ等枠】 

インターンシップ等を、新たに実施

し、従前に比してその内容の充実若

しくは回数の増加を図ることを目的

として行うホームページの作成又は

改良であること。 

（１）インターンシップ等募

集ホームページ作成に係

る外部委託に要する費用 

（２）インターンシップ等募

集ホームページ作成ソフ

ト及びその解説書の購入

費（自社制作の場合に限

る） 

（３）ドメイン取得費 

（４）上記（１）～（３）の

費用に付随する動画・写真

撮影費 

（５）その他市長が適当と認

める経費 

※インターンシップ等に係る

情報の掲載又は充実を目的と

する部分については、見積書

等により当該部分の経費を明

確に区分するものとする。 

中小企業者等で、下記の条件を満たす

者 

（１）市内に本店（個人にあっては住

所及び主たる事業所、法人にあっ

ては主たる事業所）を有する者で

あること。 

（２）求職者が求人情報または企業情

報を収集する目的の媒体に採用

ホームページのURLを掲載し、採

用情報を発信する者であること。 

（３）補助金の交付を受ける年度内

に、インターンシップ等を新たに

実施し、又は従前に比してその内

容の充実若しくは回数の増加を

図る計画を有する者であること。 
（４）前号のインターンシップ等につ

いて、その実施時期、対象者、実

施方法及びプログラムの概要を記

載した実施計画書を作成し、交付

申請時に提出する者であること。 

事業着手前かつ事

業実施年度の2月
末日まで（2月末日

が豊橋市の休日を

定める条例（平成3
年3月30日条例第

3号）に規定する市

の休日に当たると

きはその前日ま

で。） 

補助対象経費（国、地方

公共団体その他公共的

団体からの助成をうけ

てないもの。 

補助対象経費から当該

助成措置等として受け

た額を控除した額）の１

／２以内（千円未満の金

額は切り捨てる。）。 

１補助対象者等につき、

１回のみ申請すること

ができ、１年度あたり20

万円を限度とする。 

 

 



別表第２ 

事 業 区 分 交付申請（添付書類） 交付決定等 実績報告（添付書類） 補助金額の確定 

就職サイト掲載事業 

(１) 法人にあっては履歴事項全部証明書の写し、個人にあっては個

人事業の開業・廃業等届出書の写し又は確定申告書の写し 

(２) 従業員数を証明する書類の写し 

(３)  実績報告書（様式第２－１） 

(４) 求人情報を掲載したウェブサイトの写し 

(５) 第４条に掲げる要件に該当することを証明する書類の写し 

(６) 経費の支払等を証明できる書類の写し 

(７) その他市長が必要と認めるもの 

豊橋市就職サイト

等活用事業費補助

金交付決定・確定

通知書（様式第６

－１） 

  

採用ホームページ改良

事業 

【通常枠】 

(１) 法人にあっては履歴事項全部証明書の写し、個人にあっては個

人事業の開業・廃業等届出書の写し又は確定申告書の写し 

(２) 従業員数を証明する書類の写し 

(３) 事業計画書（様式第３） 

(４) 申請チェックシート（様式第５－１） 

(５) 見積書の写し 

(６) 採用ホームページが既にある場合は採用ホームページの全ての

ページを印刷したもの 

(７) その他市長が必要と認める書類 
豊橋市就職サイト

等活用事業費補助

金交付決定通知書

（様式第６－２） 

(１) 収支決算書（様式第９） 

(２) 補助対象経費の支出を証する書

類 

(３) 実績チェックシート（様式第１０

－１） 

(４) 採用ホームページの写し 

(５) 求職者が求人情報等を収集する

ための媒体に、改良した採用ホームペ

ージURLを掲載し、採用情報を発信し

たことが分かる資料の写し 

(６) 前各号に掲げるもののほか、市長

が必要と認める書類 
豊橋市就職サイ

ト等活用事業費

補助金確定通知

書（様式第１１） 
【インターンシップ等枠】 

(１) 法人にあっては履歴事項全部証明書の写し、個人にあっては個

人事業の開業・廃業等届出書の写し又は確定申告書の写し 

(２) 従業員数を証明する書類の写し 

(３) 事業計画書（様式第３） 

(４) 申請チェックシート（様式第５－２） 

(５)  インターンシップ等実施計画書（様式第４） 

(６) 見積書の写し 

(７) 採用ホームページが既にある場合は採用ホームページの全て

のページを印刷したもの 

(８) その他市長が必要と認める書類 

(１) 収支決算書（様式第９） 

(２) 補助対象経費の支出を証する書

類 

(３) 実績チェックシート（様式第１

０－２） 

(４) インターンシップ等募集ホーム

ページの写し 

(５)  インターンシップ等の実施状況

が分かる書類（実施日、実施回数、参

加人数及びプログラム内容を記載し

た一覧表、実施時の資料等） 

(６)  可能な範囲で、改良後のインタ

ーンシップ等関連ページのアクセス



状況又は当該ページ経由の応募状況

が分かる資料 

(７) 求職者が求人情報等を収集する

ための媒体に、改良した採用ホームペ

ージURLを掲載し、採用情報を発信し

たことが分かる資料の写し 

(８) 前各号に掲げるもののほか、市

長が必要と認める書類 

 


